
 

 

 

事前準備編 目 次 

 

1 地震災害の避難の基本 ............................................................................................................................. 2 

1.1 地震ではこんなことが起きます .......................................................................................................... 2 

1.2 地震の場合の避難のポイント ............................................................................................................... 4 

2 大雨災害の避難の基本 ............................................................................................................................. 5 

2.1 大雨災害ではこんなことが起きます ................................................................................................. 5 

2.2 大雨災害の避難のポイント .................................................................................................................... 6 

3 災害に関する情報に強くなろう .......................................................................................................... 8 

3.1 気象庁や福井県から出される情報 ..................................................................................................... 8 

3.2 越前市から出される情報 ......................................................................................................................... 9 

3.3 普段から情報を集めておこう ........................................................................................................... 10 

4 避難場所ってどんなところ？ ........................................................................................................... 11 

4.1 避難場所の種類と役割 .......................................................................................................................... 11 

4.2 避難場所の運営の基本 .......................................................................................................................... 12 

5 事前からの備えが第一です ................................................................................................................ 13 

5.1 災害に強い家族になろう ..................................................................................................................... 13 

5.2 災害に強い地域になろう ..................................................................................................................... 14 

5.3 地域、市、施設を交えて事前に話しあおう .............................................................................. 15 

5.4 実際に体験しておこう .......................................................................................................................... 16 

 

  



 

 

 

災害対応編 目 次 

 

1 災害発生直後の行動 .............................................................................................................................. 18 

1.1 安全を確保する ........................................................................................................................................ 19 

1.2 地域で助けあって避難する ................................................................................................................ 20 

1.3 一次避難場所での活動 .......................................................................................................................... 21 

1.4 広域避難場所についたときの活動 ................................................................................................. 22 

1.5 避難場所の開設、受付 .......................................................................................................................... 23 

1.6 避難場所運営の準備 ............................................................................................................................... 24 

1.7 役割分担（班の編成） .......................................................................................................................... 25 

1.8 連絡体制の確立 ........................................................................................................................................ 26 

2 避難場所の運営 ....................................................................................................................................... 27 

2.1 区画割り【総務班】 ............................................................................................................................... 28 

2.2 名簿作成【名簿班】 ............................................................................................................................... 29 

2.3 救護活動、要配慮者への対応【救護班】 ................................................................................... 30 

2.4 備蓄物資の活用【物資班】 ................................................................................................................ 31 

2.5 水の確保【衛生班】 ............................................................................................................................... 32 

2.6 運営ルール作成【総務班】 ................................................................................................................ 33 

2.7 情報の収集、発信【情報班】 ........................................................................................................... 34 

2.8 入退所者の管理【名簿班】 ................................................................................................................ 35 

2.9 物資の管理と配布【物資班】 ........................................................................................................... 36 

2.10 衛生環境の整備【衛生班】 ............................................................................................................ 37 

2.11 防犯・防火活動【救護班】 ............................................................................................................ 38 

2.12 ボランティア対応【総務班】........................................................................................................ 39 

2.13 訪問者・取材対応【情報班】........................................................................................................ 40 

3 長期になったら ....................................................................................................................................... 41 

 

 



 

 

 

このマニュアルについて 

 

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災をはじめ、大規模な災害が発生

したとき、地域では甚大な被害が出て、非常に多くの住民が命を守るために避難

しなければならなくなります。そして、たくさんの人達が避難場所へ殺到するた

め、避難場所の運営には多くの混乱が生じます。 

こうした問題を改善し、さまざまな災害の発生に備えるため、避難のあり方や

避難場所の運営についての「基本的な活動」をマニュアルとしてまとめました。 

 

前半の「事前準備編」では、地震災害と風水害の２つの災害

について、災害の発生のしくみと命を守るための避難の心構え

や、避難場所の運営についての基本的な考え方、普段からの備

え方をまとめています。 

 

また、後半の「災害対応編～チェックリスト」では、実際に

災害が発生した時にとるべき基本の行動について、地震災害を

中心に、「災害発生直後の行動」と「避難場所の運営」とに分け

て、災害の流れにそったチェックリスト形式で記載しています。 

 

そして、巻末には、災害時にコピーして使える「様式集」や

施設図面、周辺地図などの「施設別資料集」を掲載しています。 

 

災害は突然やってきます。いざというときに命の危険にさら

されないよう、家族にも声をかけ、普段からこのマニュアルに

記載された避難の基本をしっかりと読んで、頭にいれておきま

しょう。 

 

命を守る避難行動も、避難場所の運営も、隣近所の人たちや学校などの施設関

係者と普段から話し合い、活動を連携することが、何よりも重要な災害対応力の

パワーアップにつながります。 

このマニュアルをベース資料として、災害発生時の避難行動や避難場所運営の

あり方について自主防災組織や自治振興会で話し合いを深め、地域の実情にあっ

たマニュアルとして、完成させていただければ幸いです。 
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 事前準備編 
 

ここには、災害が発生したときの避難のポイントや、 

避難場所の運営についての基本が書かれています。 

災害が発生してからでは間に合いません。 

普段から、ここでの記載内容をよく読んで、 

家族や地域で話し合い、しっかりと備えておきましょう。 
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1 地震災害の避難の基本 

1.1 地震ではこんなことが起きます 

■ 揺れ・火災・液状化などによる被害 

地震は突然発生し、建物の倒壊により深刻な被害をもたらします。それだけでなく、

火災や液状化、危険物の流出・爆発などで災害が非常に大きくなることもしばしばあ

ります。 

地震の揺れが大きいと、以下のような状況が発生すると考えられています。 

越前市「地域防災計画」では、最大で震度 6 強の揺れが起きる可能性があると想定

されています。 

 

震度 6 弱 ・立っていることが困難になる。 

・固定していない家具の大半が移動、倒れる

ものもある。 

・壁のタイルや窓ガラスが破損したり、落下

したりすることがある。 

・耐震性の低い木造建物は、瓦が落下した

り、建物が傾いたりすることがある。 

 

震度 6 強 ・はいつくばらないと動くことができない。

・飛ばされることもある。 

・固定していない家具のほとんどが移動し、

倒れるものが多くなる。 

・耐震性の低い木造建物は、傾くものや倒れ

る者が多くなる。 

・大きな地割れ、大規模場地すべりや山の崩

壊が発生することがある。 

 

震度 7 ・耐震性の低い木造建物は、傾くものや倒れ

るものがさらに多くなる。 

・耐震性の高い木造建物でも、まれに傾くこ

とがある。 

・耐震性の低い鉄筋コンクリート造の建物

では倒れるものが多くなる。 

 

（気象庁震度階表 H21 年 3 月 31 日発表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

左上：建物の倒壊 左下：延焼火災の焼け跡 

右３枚：液状化による下水道管や道路の被害 

震度 6 を超える

あたりから死者

や負傷者が増え

てくると言われ

ています。 
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■ 津波による被害 

津波被害については、越前市内では大きな被害の想定はされていませんが、状況に

よっては海岸沿いの周辺地域で深刻な被害となるかもしれません。 

津波は、通常の波とは異なり海面全体が盛り上がって襲来します。津波高が数十 cm

と低いように思っても、立っていられないほど危険になることがあります。 

津波警報等が発表された時は、直ちに海岸から離れて避難する必要があります。 

 

■ ライフラインの被害 

また、大きな地震が発生した場合は、ライフラインや交通機関の停止も長期にわた

ります。 

 

■ 越前市の被害想定 

越前市「地域防災計画」では、地震による市内の被害について、以下のようになる

と想定されています。 

 

 温見断層系地震 柳ヶ瀬断層系地震 

※池田町・大野市から岐

阜県へ伸びる断層 

※福井市越前岬から海岸

線沿いに伸びる断層 

現 

象 
規 模 マグニチュード 7.5 マグニチュード 7.5 

震 度 5 弱～6 強 5 弱～6 強 

液状化 
日野川右岸側で液状化発

生の危険度が高い 

温見断層系地震に比べる

と液状化の危険度は低い

被 
 

害 

建
物

全壊棟数 9,055 棟 7,082 棟 

半壊棟数 10,688 棟 10,967 棟 

火
災

出火件数 22 箇所 19 箇所

延 焼 3,214 棟 2,681 棟 

人
的 

死 者 935 人 829 人 

負傷者 1,669 人 1,486 人 

避難者 23,121 人 20,406 人 

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン 

水 道 1,932 人 1,377 人 

下水道 108 箇所 108 箇所

ガ ス 619 箇所 318 箇所

電 柱 130 本 74 本 

電話柱 25 本 11 本 

（越前市地域防災計画 平成 23 年 3 月修正版） 
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1.2 地震の場合の避難のポイント 

 

地震による災害を最小限にするには、あらかじめ地震とその影響に関する正しい知

識をもち、いざというときに的確な災害対応が行えるよう、日頃から備えておくこと

が重要です。 

■ まず安全確保を！ 

地震は前触れなく発生します。何よりもまず自分の身の安全

を確保し、ついで周囲の人々の安全を守るよう、命とからだの

安全確保を再優先に行動しましょう。 

なお、地震発生を知らせる「緊急地震速報」が、テレビやラジオ、携帯電話などか

ら発せられることがあります。緊急地震速報の音が鳴ってから地震の揺れが来るまで

の時間は、数秒から数十秒しかありません。もし見聞きしたら、周りの人に声をかけ

ながら、あわてず身を守る行動をとりましょう。 

・頭を保護し、丈夫な机の下などに隠れる 

・外出時は、ブロック塀や看板・ガラスなどから離れて頭を守る 

・電車、バスなどの利用時は、つり革・手すりにつかまり、係員の指示に従う 

・エレベーター利用時に揺れを感じたら、全ての階のボタンを押して、もよりの階

で停止させる 

・運転中の場合は、周りに注意し、ハザードランプをつけてゆるやかに減速・停止 

■ 余震に注意！ 

大規模な地震が発生した場合は余震がひんぱんに起きるので、注意しましょう。 

■ 落下物、倒壊物に注意！ 

壁・塀の倒壊や、天井・窓ガラス・照明の落下など、頭上に

注意が必要です。狭いところや高いもののそばなど危険な場所

を避けて、広い空間へ逃げましょう。 

■ 避難は徒歩で！ 車での避難は危険！！ 

自分と周りの人の安全を確認したら、声をかけあいながら、

安全な場所へ避難をします。 

原則として徒歩で避難します。自家用車による移動は、道路・

橋の段差や陥没などにより通行できず放置しなければならな

かったり、渋滞を引き起こして消防車や救急車などの緊急車両

が通行できなくなり被害が拡大してしまったりするおそれが

あります。 

避難行動については、本書「災害対応編～チェックリスト～

１．災害発生直後の行動」に詳しく書いています。 

よく読んで、普段からどのように行動するとよいかイメージ

しておきましょう。 

×

緊急地震速報

や避難に関す

る情報につい

ては、P8～9

に詳しく記載

しています。 
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2 大雨災害の避難の基本 

2.1 大雨災害ではこんなことが起きます 

■ 大雨による河川の洪水、内水被害 

大雨などにより、雨水が急激に川や下水にたまり、排水がおいつかなくなると、道

路の冠水や建物への浸水、地下への流入などの内水被害が発生します。また、河川の

堤防を越えて水があふれたり、堤防が決壊して洪水になったりします。 

 

 

 

 

 

 

 

■ 台風による被害 

台風は、南で発生した熱帯低気圧が発達して北上してくるもので、気圧が低いほど

大型になりやすく、中心の「台風の目」の周辺は暴風と大雨になり、大きな被害が生

じることも少なくありません。 

■ 土砂災害による被害 

土砂災害は、川のように水位で予想できるものではなく、どのくらいの雨で発生す

るのか予測するのが大変難しい災害です。 

【土石流】 谷や斜面の土砂が、大雨などにより一気に流れて下流を襲う現象。その

流れは時速約 40km にもなることがあり、走っても逃げきれません。 

【地すべり】 斜面の一部や全体が、地中にたまった水により持ち上げられて滑り落

ちる現象。非常に広い範囲で大きな被害になります。 

【がけ崩れ】 急な斜面が水を含んで突然崩れ落ちる現象。突発的で崩れるスピード

が早く、人家の近くで起きると多くの人が逃げ遅れてしまいます。また、「深層崩壊」

といって、地表だけでなく下の層の風化した岩盤が一緒に崩れ落ちることもあり、こ

の場合は深さが数十ｍに達するなど、大規模になります。 

■ 突風、竜巻による被害 

近年増加している災害のひとつに、突風や竜巻があります。積乱雲が発達すること

で突発的に発生し、車が飛ばされるほどの猛烈な風が吹くこともあります。短時間で

狭い範囲に被害が集中しますが、気象レーダーなどでとらえることが難しく、事前に

予測することができません。 

  

内水被害 外水被害（洪水）

「集中豪雨」は、非常に激しい雨が短時間同

じ場所に降り続く状態のことで、梅雨の終わ

りなど前線が停滞しているときや台風が接

近しているときなどに発生します。 

平成 16 年 7 月の「福井豪雨」では、短時間

に猛烈な雨となり、全壊 11 棟、床上浸水

2,514 棟と大きな被害になりました。 

集中豪雨等激しい雨 
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2.2 大雨災害の避難のポイント 

■ しっかり情報収集、早めの避難！ 

災害が発生するときは急激に状況が変化するため、発生して

から慌てて避難しようとしても、対応が間に合いません。 

次のような点をしっかりとチェックして、早めに避難の判断

を行いましょう。 

 

●気象ニュースをしっかりとチェック！ 

大雨や台風などが予想される場合は、気象ニュースをしっか

りとチェックし、避難情報が出たらすぐに避難できるよう、準

備しましょう。 

 

●いつもと違う「前兆」に注意！ 

また周囲をよくみて、いつもと様子が違うなど災害が発生し

そうな「前兆」がないか注意し、災害発生が予想される場合は

早めに避難しましょう。 

＜危険な前兆の例＞ 

・土石流：山鳴り、急に川の流れが濁る、水位が下がる 

・地すべり：井戸の水が濁る、ひび割れ、水が吹き出す 

・がけ崩れ：割れ目が見える、水が湧き出す、小石が落ちる 

※わざわざ確認しに行くのは危険なのでやめましょう。 

 

●夜の移動は NG！ 明るいうちに避難を！ 

また、夜の移動も危険。暗闇で川や用水路の水があふれて道

の様子が変わっているのに気づかず、流れにのみこまれること

も。日中から雨が降り続き夕方からも雨脚が衰えないときなど

は、自主的に早めの避難を考えましょう。 

 

●台風のときは早めに避難！ 

台風が予測されるときは、倒れそうなもの、壊れそうなもの、

飛んでいきそうなものは固定や補強、屋内へ移動などをしてお

きます。また、外からものが飛んできた時に備えて雨戸やカー

テンを閉め、断水や停電に備えておきます。台風が来てからで

はたいへん危険なので避難は早めに。 

河川や用水路の見回りや屋根に上ったりするのは危険なの

でやめましょう。 

 

  

気象情報や避

難情報につい

ては、P8～9

に詳しく記載

しています。
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■ 間に合わないときは上に逃げよう！ 

突然の集中豪雨などで周囲に浸水が始まって

いるなど、避難が間に合わない場合は、２階以上

の高い場所へ逃げる「垂直避難」を考えましょう。 

地下はもちろんですが、地上でも 1 階は危険

です。 

泥水や土砂が一気に流れ込み、わずか 20 分で

2ｍ近くまで浸水した例もあります。浸水が始ま

ってから外へでるのはたいへん危険なのでやめ

ましょう。 

 

■ 車での避難は危険がいっぱい 

数十 cm の浸水でも、エンジンにトラブルが起きます。

地下道で水没し亡くなった例もあります。また、はん濫し

た水により浮き上がって押し流された車がぶつかりあい

凶器になることも。車での移動はたいへん危険なので避け

ましょう。 

 

■ 竜巻が発生しそうな時は・・・ 

急に真っ暗になる、ひょうが降る、冷たい風が吹き出す、落雷するなど、積乱雲が

近づく兆候をとらえたら、すぐに避難しましょう。外にいるときは、頑丈な建物に

避難し物陰で身を低くします。プレハブの建物や電柱・樹木の下は危険です。自宅

にいるときは、トイレや風呂場など、壁に囲まれた狭いところが比較的安全といわ

れています。窓はカーテンを引き、ガラスから離れて身を低くしましょう。 

↑

2 階以上

の高い場

所へ逃げ

よう 

×
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3 災害に関する情報に強くなろう 

3.1 気象庁や福井県から出される情報 

■ 緊急地震速報 

「緊急地震速報」は、地震の発生をすばやく検知し、強い揺れが来ることを直前に

知らせる放送です。越前市では、以下のような方法で、緊急地震速報が放送されるこ

とになっています。 

・同報系防災行政無線（屋外スピーカー、戸別受信機）、非常用モーターサイレン 

・テレビ、ラジオ（放送を中断して速報） 

 

 

■ 地震情報、津波警報・注意報、津波情報 

地震が発生した時は、気象庁は、地震・津波に関する以下の情報を発表します。 

【地震情報】地震速報、震源に関する情報、各地の震度に関する情報など 

【津波警報】大津波警報、津波警報、津波注意報 

【津波情報】到達予想時刻、予想される高さ、各地の満潮時刻、津波観測情報など 

■ 気象情報（注意報、警報、特別警報） 

災害発生の恐れがある場合、気象庁は以下の情報を発表して警告します。 

【注意報】 災害が起こる恐れがあり、今後の状況に注意をうながす予報 

（大雨、洪水、強風、高潮、風雪、なだれなど）。 

【警 報】 重大な災害が発生する恐れがあり、警告する予報 

（大雨、洪水、暴風、高潮、暴風雪など）。 

【特別警報】 数十年に一度見舞われるような重大な災害の危険性が著しく高まった

場合に、最大限の警戒を呼びかける警告 

（大津波、大雨、暴風、高潮、暴風雪など） 

 

 

 

■ 土砂災害警戒情報 

「土砂災害警戒情報」は、大雨警報や特別警報が発表されている状況で、土砂災害

発生の危険度が非常に高まったときに、気象庁と県が共同で発表します。 

■ その他の気象情報 

気象庁では、台風情報や洪水情報、竜巻注意情報など、さまざまな気象情報を発表

しています。テレビやラジオで、常に最新の情報に注意しておきましょう。 

※越前市の放送は、「福井県嶺北地方」を基準にしていますが、NHK は「福井県全域」を基準と

しています。このため、NHK から速報が出されても、越前市からの放送がないこともあります。

※特別警報は、数十年に一度という非常に重大な災害を想定しています。特別警報が発表されて

いなくても、警報が出ているときは危険な状況になっています。 

早めの避難など、進んで命を守る行動をとりましょう。 
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3.2 越前市から出される情報 

■ 避難準備情報 

災害が発生し、人的被害が出てくる恐れが高まった段階で発表されます。 

「避難準備情報」が発表されたら、避難をするのに時間のかかる人（「避難行動要支

援者」と呼ばれる人たちなど）は、自主防災組織や近隣住民の協力を得て、避難をは

じめましょう。 

 

 

 

 

 

■ 避難勧告 

人的被害が発生する恐れがさらに高まった段階で発表されます。 

この「避難勧告」が発表されたら、通常の避難行動がとれる人も避難を始めなけれ

ばなりません。 

 

 

 

■ 避難指示 

災害の前兆現象が発生したり、災害が切迫した状況になり、人的被害の発生が非常

に高まった段階、または人的被害が実際に発生した段階で発令されます。 

「避難指示」が発令されたら、ただちに避難を完了しなければなりません。 

 

 

 

 

 

■ 警戒区域 

災害が発生または発生しようとしている場合に、危険防止のため市が立ち入り制限

をかける「警戒区域」を設定することがあります。警戒区域からは立退きを行う必要

があり、また、災害対策従事者以外の人の立ち入りが禁止されます。 

■ 避難勧告などの解除 

天候が回復し災害状況に変化がないなど落ち着いてきたら、市は避難勧告などの解

除を判断します。市から解除の発表があるまでは勝手に避難をやめず、十分に周囲の

状況に注意して命を守る行動をとりましょう。  

発表されたらこんな行動！ 
●高齢者、病人、障がい者、妊産婦や乳幼児を連れた保護者の方など、避難に時間のかか

る人は、支援者と一緒に指定された避難場所への避難を開始してください。 

●それ以外の人は、避難の準備を開始してください。 

発令されたらこんな行動！ 

●指定された避難場所へ、すみやかに避難を開始してください。 

発令されたらこんな行動！ 
●避難中の人は、確実に避難を完了してください。 

●避難がまだの場合は直ちに避難を始めてください。 

時間の余裕がないときは、命を守る最低限の行動をとってください。 
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3.3 普段から情報を集めておこう 

■ 地震防災マップ（ゆれやすさ、液状化、地域の危険度） 

越前市では、地震発生時の揺れやすさ（予想される震度）や地域の危険箇所を地図

上に記載した地震防災マップを作成し、ホームページでも公開しています。印刷して

手元にもっておき、普段から自分たちの住んでいる周辺地域の状況をしっかりと確認

しておきましょう。 

【ゆれやすさマップ】 市に影響をおよぼすと考

えられる地震を総合し、市内への影響が最大とな

る場合の震度を想定したマップです。 

【液状化危険度マップ】 「ゆれやすさマップ」に

示される想定で揺れたとき、液状化の危険の程度

を示したマップです（産地、台地、扇状地は対象外） 

【地域の危険度マップ】 「ゆれやすさマップ」に

示される想定で揺れたとき、建物に被害が生じる

程度（全壊率）を５段階で示したマップです。 

■ 洪水ハザードマップ 

越前市では、洪水などにより浸水が予想さ

れる区域、土砂災害の危険区域などを地図上

に記載した洪水ハザードマップも作成して

います。ポルトガル語・中国語にも対応して

います。職場でも活用するようにしましょう。 

 

 

 

■ 町内ごとの防災マップ（自主防災組織） 

市内各町内の自主防災組織が町内の詳細な危険箇所や

避難に必要な情報を盛り込んだマップや、避難方法を記載

したマニュアルの作成を進めています。町内会等を通じて

配布されたときはしっかりと確認しておきましょう。詳細

については市へお問い合わせください。 

■ 地区ごとの避難ルートマップ（巻末資料） 

市が作成したハザードマップを踏まえた避難ルートの

目安を示す地図です。避難場所や医療機関、主要な危険箇

所などを盛り込んだうえで、主要な道路について、避難の

目安となるルートや危険箇所を示しています。 

ルートは、災害状況によって必ず通れるとは限りません

が、避難を考える際の参考にしてください。 

※災害の種類によって、危険な箇所や、避難ルートや避難先が異なる場合もあります。普段から、

自分たちの住んでいる地域のマップを使って、災害別に避難場所や避難ルートをしっかりと

確認しておきましょう。 

【参考資料】 
避難ルート地
図（地震・洪
水） 



4 避難場所ってどんなところ？ 

11 

4 避難場所ってどんなところ？ 

4.1 避難場所の種類と役割 

大規模な災害が発生したり避難勧告などで緊急避難が必要となったりしたときに、

緊急的に市民の安全を守るための場所、または、住家やライフラインなどの被害によ

り被災した人が当面の生活を確保するための場所を「避難場所」と呼びます。 

■ 広域避難場所 

市が発災直後から避難できる施設として指定している場所（小中学校の体育館など）

で、避難の場合は原則として広域避難場所へ避難します。 

・市の地区担当班職員が派遣されます。 

・自治振興会、自主防災組織、避難者、市職員、施設管理者などが協力して運営します。 

・物資の備蓄などは施設により異なります。 

・市の支援物資などが直接配送されます。 

■ 公共施設避難場所 

広域避難場所を補完する形で活用される施設（公民館など）として、あらかじめ選

定されています。災害の規模や避難などの状況に応じて、避難場所として開設されま

す。 

・市の職員が派遣されます。 

・自治振興会、自主防災組織、避難者、市職員、施設管理者などが協力して運営します。 

・市の支援物資などが直接配送されます。 

■ 一次避難場所 

地震発生直後など、住民が危険を回避するために集まる場所（広場や公園など）で、

町内ごとにあらかじめ場所が指定されています。 

■ 地区拠点基地 

災害が発生し、または発生する恐れのあるときに、地区単位できめ細かく的確な対

応ができるよう、情報集約や調整などを行う拠点として開設されるもので、地区ごと

に、地区公民館などが指定されています。 

・自主防災組織、自治振興会を中心に、「地区拠点基地運営本部」を運営します。 

・広域避難場所や一次避難場所や、市と情報を共有し、調整にあたります。 

■ 福祉避難所【参考】 

広域避難場所での生活が困難な高齢者や障がい者を受け入れる二次的な施設（社会

福祉施設など）です。施設の被害や受け入れ可能状況を確認した上で受け入れ・支援

を行うため、原則として直接の避難はできません。  
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4.2 避難場所の運営の基本 

■ 基本的な考え方 

避難場所は、あくまでも一次的な受け入れ施設です。避難場所となる学校や公民館

などの施設には本来、別の用途があります。自宅に戻ることができる場合や、仮設住

宅などへの入居が決まった場合は、退所を促していくようにし、施設本来の用途の回

復を目指します。 

また、避難場所は、必要最低限の生活を支援する施設です。避難場所での支援には

限界があります。できる限りの支援や配慮は行っていくように努めますが、個別の要

望全てに対応することは難しいものであることを心得ておきましょう。 

■ 避難場所の運営主体 

避難場所の運営の主役は、「そこにいる人全員」、つまり、避難した住民自身です。

避難者と地域（自主防災組織、自治振興会など）が連携して助けあい、世代や性別に

関係なくそれぞれの役割を果たしながら活動していくことが基本です。 

 

■ 自助、共助、公助の備え 

避難場所の運営は、「自助」「共助」「公助」それぞれの活動が活発に行われ、相互に

協力しあうことによって円滑に進めることができます。 

【自助】 個人や家庭で、自分自身や家族の身の安全を守る行動をとれるよう、また、

避難先でも必要最低限の自立した生活を行えるよう、普段から備えておきましょう。 

【共助】 自主防災組織・自治振興会や隣近所などで互いの安全を守り支えあう行動

がとれるよう、連絡方法や協力内容などを普段から確認しあっておきましょう。 

【公助】 行政による住民の安全を守り避難生活を支えるための活動が円滑に実施で

きるよう、設備・備蓄の整備、体制確保などを進めていきます。また、地域や施設管

理者と協働した避難場所の運営ができるよう、普段からの連携を強化します。 

  

避難者、地域 
（地域住民、通勤通学者） 

（自主防災組織・自治振興会、事業所・団体） 

市 
（地区担当班職員）

学校 
（教職員） 

避難場所

連携・協力 

支援

（避難場所運営に関す

る要請などの調整）

運営主体 

支援 

（施設利用に関する調整）
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5 事前からの備えが第一です 

5.1 災害に強い家族になろう 

■ 自分の身は自分で守る！ 

災害は突然にやってきます。市から避難勧告が出てから準備したのではとても間に

合いませんし、大きな災害では特に、市からの助けを待っていては命が危なくなるか

もしれません。自分で自分の命を守っていくために、普段から、自分たちの置かれた

危険をしっかり確認し、最適な避難方法を考え、備えておきましょう。 

 
●避難の方法を決める 

・自分の住んでいる場所、勤務先など普段いる場所の「危険」を確認する。 

・ハザードマップ、避難ルートマップで、避難できる場所や施設を確認する。 

・避難できる場所までの移動方法や安全なルートをいくつか考えておく。 

・避難方法に無理がないように、避難するタイミングを考えておく。 

 
●備蓄品を確認する 

・1 人あたり最低 3 日は生き残ることができるよう、必需品をそろえておく。 

□飲料水（1 人 1 日 1.5 リットル）、非常食、レトルト食品など 

□通帳・印鑑、保険証、お薬手帳、免許証、権利証書、連絡帳、現金など 

□ラジオ、懐中電灯、電池、ヘルメット、軍手、笛、着替え、薬、衛生品など 

・お年寄り、女性、乳児、ペットなど家族の状況に応じて必要なものを確認する。 

・賞味期限や使用期限などに気をつけて、新しいストックになるよう管理する。 

・枕元にスリッパや、防災グッズを用意しておく。 

 
●家族の連絡方法を決める 

・災害時は通信が途絶えがちなので、複数の連絡手段を決めておく。 

・家族一人一人の状況や時間帯に配慮し、連絡手段や確認方法を決めておく。 

・いろいろな場面をイメージして、通信機器に頼らない方法も考えておく。 

（伝言を残せる場所をつくる、最終的に落ち合う先を決めるなど） 

 

 

      

大規模な災害が発生した時には、NTT が行う「災害用伝言ダイヤル（171）」や携帯電話各社が開

設する「災害用伝言板サービス」が利用できます。 

 

体験利用期間もあるので、

家族で実際に使って慣れて

おきましょう。 

 

【体験利用日】毎月 1・15

日、正月三が日、8/30～

9/5、1/15～1/21 

【被災地】 

①「171」をダイヤル 

②「1」（録音）を選ぶ 

③自分（被災地）の電話番号

をダイヤル 

④メッセージの録音 

【被災地外】 

①「171」をダイヤル 

②「2」（再生）を選ぶ 

③被災地の方の電話番号

をダイヤル 

④メッセージの再生 

災害用伝言ダイヤル「171」の使い方 
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5.2 災害に強い地域になろう 

■ 地域活動に参加して、地域防災力アップをめざそう 

大きな災害が発生したときは、一時的にまちの機能がマヒしてしまい、消防や警察

の救助が遅れてしまう可能性があります。 

そんなときに頼りになるのは隣近所。いざというときにしっかり支えあい、命を守

ることができるように、普段から地域活動に参加して、地域防災力をアップさせてい

くことが大切です。 

 

●自主防災組織とは 

自主防災組織は、「自分たちのまちを自分たちで守る」ため、地域の人たちが自主的

に参加して防災活動を行っている団体です。町内会や自警消防隊を中心に組織され、

組織によってさまざまな防災活動を行っています。 

①防災に関する学習会、講演会 

②地域の災害史や災害体験談の掘り起こし 

③防災カルテの作成 

④避難マニュアル、防災マップの作成 

⑤地域内の危険箇所や危険要因の点検活動 

⑥避難訓練、救助訓練、消火訓練などの訓練 

 

普段から地域の情報を交換したり、地域の人たちとコミュニケ

ーションを深められるよう、自主防災組織の活動に参加してみま

しょう。まずは楽しいイベントからで OK。いろいろと参加して

交流するうちに、地域の力がどんどんアップしていきますよ！ 

 

●自主防災組織に参加してみる 

・自分の町内の自主防災組織を確認する。 

・自主防災組織の活動内容を確認し、簡単な行事から参加してみる。 

 

●地域の防災資源（災害時に役立つものなど）を知る 

・自主防災組織などで備えている防災の設備や備蓄物資、資機材などを確認する。 

・災害が発生した時に役立ちそうな近所の建物や設備などを確認する。 

・災害発生時や避難生活で役立ちそうな店や事業所などを確認する。 

・災害が起きた時に、役立ちそうな資源の活用方法を考えておく。 

・災害対応で頼りになる人（技能や特技、免許を持った人など）を確認する。 

・避難ルートマップなどに書き込むなどして、情報を地域で共有する。 

・事業所などとの普段からの連携方法を考える。 
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5.3 地域、市、施設を交えて事前に話しあおう 

■ 事前協議をしておこう 

避難場所が配置されている状況は、施設の用途や地域性など、

さまざまに異なっています。あらかじめ、その施設と地域に応

じた避難のあり方や避難場所の運営について、災害が発生する

前に地域の住民や施設の管理者、市職員が集まって、以下の様

な点について、事前協議を行っておくことが大切です。 

 

●避難場所の活用方法、災害発生直後の行動など 

・自分の地域にある利用可能な施設を確認する。 

・災害発生直後に避難する避難場所（指定された広域避難場所）を確認する。 

・補助的な公共施設を避難場所として活用する際の目安や開設方法を確認する。 

・避難場所までの危険な箇所、避難の目安となるルートを確認する。 

・施設の鍵の管理体制、開錠の方法（特に夜間や休日）を確認する。 

・施設内の安全確認方法、避難者が入所する際の受付方法などを確認する。 

 

●避難場所の運営の役割分担 

・避難場所開設の際の、地域・市・施設管理者の役割分担を確認する。 

・避難場所開設後に行う対応内容と、役割分担を確認する。 

・施設内で避難場所として活用できるスペースを確認する。 

・施設を利用する際のルール、留意事項などを確認する。 

 

●地域の特性に応じた運営上の問題など 

・地域住民の年齢層や地理的特性など、避難にあたり考えられる事態を確認する。 

・地域の特性を踏まえて特に留意する必要のある対応内容と分担を確認する。 

 

■ 施設別資料集を活用したマニュアルづくり 

事前協議で決定した事項は、このマニュアルに付け加えたり資料を追加したりして、

互いに共有することで、地域の特性を活かした自分たちだけの「避難場所開設・運営

マニュアル」を完成させましょう。 

また、マニュアルは、事前協議に参加した人だけでなく、地域内の人たちみんなが

共有できるよう、マニュアルの説明会や防災と避難に関する学習会を開くなど、地域

に浸透させる方法を考えましょう。 

また、マニュアルを使って、地域の防災訓練や研修を開催するなどして、事前協議

の内容を点検し、状況の変化に応じて常にマニュアルの見直しを行っていきましょう。 
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5.4 実際に体験しておこう 

■ 「まち歩き」で地域の強さ・弱さを発見しよう 

自分たちの地域を実際に歩き、「もし今災害が起きたら・・・」とイメージしながら

まちを点検していく「まち歩き」を行ってみましょう。 

・避難できる場所はどこ？ 

・ゆっくり歩いて、どれくらいかかる？ 

・危険な場所はどこ？ 

・行き止まりの道は？ 狭いところは？ 

・救助が必要な人の家は？ 

・役立ちそうなものはどのへんにある？ ･･････など 

実際に歩きながら、地域の「強み」「弱み」を再確認していきます。 

点検結果は、防災マップに追加して充実させたり、

「弱み」部分の解決のための検討を行って防災力を上

げたり、いろいろと活用することができます。 

家族で歩いてみるのはもちろん、隣近所、町内で誘

いあわせて活動し、意見交換することで、顔の見える

地域づくり、コミュニケーションにも役立ち、防災を

超えた地域力アップにもつながりますよ！ 

 

■ 「防災講座」や「訓練」で地域の対応力をアップしよう 

自主防災組織を中心に行っている防災訓練など、市内では防災に関するいろいろな

イベントが開催されています。気軽に参加できるものもあります。市の広報や町内の

案内でお知らせしていますので、積極的に参加していきましょう。 

・防災に関する講演会 

・自主防災組織リーダー育成研修会 

・救急救命、応急手当などの講習会 

・避難訓練、消火訓練、安否確認訓練、救出救助訓練などの基礎訓練 

・避難場所開設・運営訓練、本部設置訓練、炊き出し訓練などの実働訓練 

・図面やカードなどを使って行うシミュレーション訓練 

・総合防災訓練 

 

 

 

 

 

 

 

【参考資料】 

避難ルート地
図（地震・洪
水） 

【資料 3】 
公共施設等一
覧 

【資料 2】 
施設周辺マッ
プ 
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ここには、地震災害を中心に、災害発生直後の避難行動から、 

避難場所の運営までの活動の基本が書かれています。 

災害が発生してからあわてることがないように、 

普段から、ここでの記載内容をよく読んで、 

自分たちでできることを考えておきましょう。 
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1 災害発生直後の行動 

 

地震災害を例に、避難行動と避難場所の開設・運営準備までの流れを示しています。 

「命と体の安全を守る」ことを再優先に、地域で助けあいながら行動しましょう。 

 

直後～３分 30 分程度で 3 時間程度で 最初の 1 日目 

    

 

  

1.1 安全を

確保する 

1.2 地域で助けあって

避難する 

1.3 一次避難場所

での活動 

1.4 広域避難場所に

ついたときの活動

どう

1.5 避難場所の開設、

受付 

1.6 避難場所運営の準備 

1.7 

役割分担 

（班の編成） 

1.8 連絡体制の

確立 

総務班 

情報班 

名簿班 

救護班 

衛生班 

物資班 

２
「
避
難
場
所
の
運
営
」
（
27
ペ
ー
ジ
）
へ 

注意！！ これはあくまでも活動の目安です！ 
・できないことは、できるようになってから／できることは、この表にとらわれずにやろう！ 

・班編成するまでは、みんなで分担しあって／班ができてからは、班で協力しあって実施！ 
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1.1 安全を確保する 

 

まずは、自分自身や家族の身の安全確保を第一に考えてください。 

□ 自分の身を守る 

・緊急地震速報を受信したら、落ち着いて安全なところへ移動する。 

（机の下など、上部で落下物・転倒物から身を守ることができるところ） 

・揺れがおさまるまで、身を守る。（特に頭部） 

 

 

□ 周囲へ声かけ、安全を確保する 

・揺れがおさまったら、周囲の被害状況や、けが人の有無などを確認する。 

・建物や家具などの下敷きになった人がいたら、周囲で協力して救出を図る。 

・エレベーターに閉じ込められた場合は、インターホンで管理業者へ連絡する。 

□ 火の始末をする 

・使用中の暖房器具など、確実に火気を消す。 

・通電火災を防ぐため、ブレーカーを切る。 

・ガスの元栓を締める。 

 

 

 

□ 情報を集める 

・ラジオやテレビ、防災行政無線などで、地震情報を確認する。 

・携帯電話やインターネットなどに接続できれば、その他の情報も集める。 

・家族と離れている場合は、事前に決めておいた連絡方法で安否を確認する。 

□ 出口を確保する 

・足元をしっかり保護できる靴をはく。 

・ドアを大きくあけて、外への出口を確保する。 

□ 避難の準備（荷物・ルート確認）をする 

・集めた情報を参考に、避難する場所を確認する。 

・避難場所までのルートを確認する。（状況に合わせられるよう複数） 

・備蓄品を確認し、荷造りする。 

□ 外へ出る 

・ブレーカー、ガスの元栓が閉まっているかを確認し、外へ出る。 

・家の前に白いタオルや水バケツを出すなどして、中に人がいないことを知らせる。 

・周囲に危険がないかよく見て、徒歩で移動を始める。（一次避難場所へ）

「通電火災」は、地震発生後しばらくして電気が復旧した時に、倒れた電気製品や壊れた配線に通

電して発火するなどの原因で起きる火災です。阪神・淡路大震災のときは、通電火災が火災全体の

6 割を占めたといわれています。避難で家を空ける前に、必ずブレーカーを切りましょう！ 

揺れている最中に火を消すのはやけどを負ったりして危険。揺れている間は近寄らないこと！ 

【参考資料】 

避難ルート地
図（地震・洪
水） 
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1.2 地域で助けあって避難する 

 

避難場所への移動中は、安全確保を再優先に隣近所で助けあってください。 

□ 近所へ声をかけ、安否を確認しあう 

・周囲の被害状況、近隣のようすを確認する。 

・けが人がいたら応急手当を行う。 

・倒れた家に閉じ込められた人がいないか、声をかけて確認する。 

□ （途中で遭遇したら）初期消火、救助活動に協力する 

・火災が発生していたら、通報し、周囲で協力しながら初期消火にあたる。 

・閉じ込められているなど救助を求める人がいたら、周囲で協力し救助する。 

・人が足りないなど対応しきれないときは、一次避難場所に行き、支援を求める。 

□ 歩いて一次避難場所へ避難する 

・徒歩で移動する。 

（自動車は渋滞を生み消防車などの妨げになる恐れがあるため極力使用しない） 

・道路の状況に応じて、自転車やバイクも活用する。 

・周囲の人たちにも声をかけて、みんなで避難する。 

□ 要配慮者（避難行動要支援者）を支援する 

・高齢者、障がい者、妊産婦や乳幼児を連れた保護者の方など、配慮が必要な人の

所在場所を確認する。 

・不自由している点をふまえ、無事に避難できるように支えながら一緒に避難する。 

 

●高齢者 

・認知症などの既往症、体力状況などを確認する。 

・まず安心してもらい、希望をきく。 

・何人かで協力してゆっくり支援しながら避難する。 

●心身障がい者 

・体の不自由さの度合い、状況判断の困難さ、パニック状況などを確認する。 

・まず落ち着かせて、当人の状況にあわせてゆっくり移動する。 

●目の不自由な人 

・驚かさないよう声をかけ、災害の状況や周囲のようすを伝える。 

・ひじにつかまってもらい、段差などの状況を伝えながら一緒に歩く。 

・掲示物や貼り紙などを声にだして読んで知らせる。 

●耳の不自由な人 

・防災行政無線やラジオの情報など、音声情報をメモして伝える。 

・口をゆっくりとあけて話したり、身振り手振りで知らせたりして伝える。 
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1.3 一次避難場所での活動 

 

一次避難場所に集合したら、できるだけ町内単位でまとまって行動します。 

また、可能な限り消防団と連携して消火活動、救助活動などに協力します。 

 

□ 町内の住民の安否をとりまとめる 

・町内ごとにまとまって、世帯や人数を確認する。 

・けが人がいないかを確認する。 

・安否状況などをとりまとめ、メモする。 

 

□ 町内の被害状況をとりまとめる 

・集合場所までの道中で見聞きした被害情報を集める。 

（要救助者の情報なども含む） 

・町内単位で情報をまとめ、メモする。 

 

□ 消火活動に協力する 

・町内の出火状況を確認する。 

・消火器具を持ち出し、消防団や自警消防隊と連携して消火活動に協力する。 

 

□ 応急手当などを行う 

・応急手当など救護活動に協力する。 

※避難途中は、自身の安全確保が第一です。無理な救助活動は避けましょう。 

 

□ 広域避難場所へ移動する 

・町内単位で、自宅へ戻る世帯と広域避難場所へ移動する世帯を把握する。 

 

 

 

  
＜避難勧告などが出されておらず自宅の安全が確保される場合＞ 

・原則として自宅へ戻って生活します。 

 

＜自宅での生活が困難な場合や避難勧告などが出されている場合＞ 

・町内単位で、安全に気をつけながら広域避難場所へ移動します。 

・避難行動要支援者へ配慮し、助けあいながら移動します。 
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1.4 広域避難場所についたときの活動 

 

広域避難場所では、町内単位でまとまり、落ち着いて行動します。 

施設の職員や市の職員と協力し、助けあいましょう。 

 

□ 町内ごとに集合し、点呼・報告を行う 

・グラウンドなどに、町内ごとに集合する。 

・町内ごとに点呼を行い、安否状況を確認する。 

・地域以外の避難者や町内会に属さない人は、その人達でグループをつくる。 

・人数やケガなどの状況を集計する。 

・具合が悪い人がいたら、自主防災組織の代表や施設職員へ連絡する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 町内ごとに待機する 

・町内ごとのグループにまとまって、グラウンドで待機する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 施設職員、地区担当班職員と合流し、避難場所開設の準備を開始する。 

・自主防災組織や自治振興会の役員、施設職員、市の地区担当班職員が集合する。 

・避難者の状況や施設の状況を、確認しあう。 

・避難場所開設に向けた当面のやるべきことを確認し、分担する。 

 

  

＜屋外で待機中の呼びかけ例＞ 

○ただいま、建物内の安全を確認しています。建物の安全が確認されるまでは、この場で待機して

ください。 

○地域住民の方は、町内単位でまとまって待機してください。町内ごとに、避難している人数を確

認して下さい。 

○地域住民以外の方は、こちら（空いているスペース）に集合してください。 

○けがをしている方や、体調が悪い方は申し出てください。 

＜このとき、施設の職員は・・・＞ 

○「安全点検チェックリスト」を参考に、目視で施設の安全確認（概況）を行います。 

○危険な箇所は立入禁止にします。※建物が明らかに危険なときは、避難場所は開設しません。

 

＜このとき、市の地区担当班職員は・・・＞ 

○地区担当班職員が避難場所へ参集します。 

○到着次第、避難の状況や、施設の状況を、施設職員と一緒に確認します。 

 

＜職員の到着が間に合わなかった場合は・・・＞ 

○自主防災組織や自治振興会の役員が集まり、施設の外観や建物内の安全確認を行います。 

（施設の鍵を保管する人が開錠し、建物内部の被害状況を目視で確認します） 

※建物が明らかに危険と見えるときは、避難場所を開設しません。 

【様式 1】
安全点検チ
ェックリス
ト
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1.5 避難場所の開設、受付 

 

人数確認まで、できるだけ早く行うのが、スムーズな避難場所開設のカギです！ 

□ 避難場所として施設を開錠する 

・安全が確認されたのを受けて、避難者を誘導する場所を開錠する。 

 

□ 屋内へ避難者を誘導する 

・体育館などの広い場所へ、避難者に移動してもらう。 

・町内ごとにまとまるように誘導する。 

・体調が悪い人や支援が必要な人には、環境の良い場所を確保し誘導する。 

 

 

 

 

 

 

□ 施設の被害を確認する 

・「安全点検チェックリスト」を使って、建物の安全点検を行う。 

・壊れたものなどを片付け、危険な箇所にはロープや貼り紙で立入禁止にする。 

・点検結果で不安を感じた場合は、建築の専門家による応急危険度判定を行うよう 

市の災害対策本部へ要請する。 

 

 

 

 

 

 

 

□ 避難者の受付を行い、人数を確認する 

・町内単位で、人数（およその総数）を確認する。 

・地域住民以外の人などは、別にまとめて確認する。 

・人数確認とあわせて、けが人や体調不良の人などの有無を確認する。 

・地域で逃げ遅れてきた人や避難できない人がいないか確認する。 

・避難者名簿に集計し、市災害対策本部へ報告する。 

 

  

【様式 1】 
安全点検チ
ェックリス
ト 

【様式 3】 
避難者名簿 

＜屋内への移動のときの呼びかけ例＞ 

○建物の安全確認が終了しましたので、いまから建物内（体育館）へ移動します。 

○屋内でのスペースの割り振りは、落ち着いてから改めて行いますので、町内ごとにまとまって

中に入ってください。 

○地域住民以外の方や、町内などでまとまっていない方は、人数を確認しますので、最後にまと

めて入ります。ご協力ください。 

＜ここに注意！＞ 

○点検する人の安全確保を再優先に行動しましょう。 

○余震があったらすみやかに点検を中止し、安全な場所に退避してください。 

○大きな余震の後は、もういちど建物チェックを行うようにしましょう。 

○夜間の点検の際は、懐中電灯で対応しましょう。（ロウソクは火災の原因になるので避ける）



災害対応編 ～チェックリスト～ 

24 

1.6 避難場所運営の準備 

 

避難場所へはさまざま事情をもった人が避難してきます。避難者の状況にあわせて

適切な対応を行うよう、協力しあいましょう。 

□ けが人へ対応する 

・避難者へ呼びかけ、けが人・病人・妊婦など、早急に対応が必要な人を確認する。 

・避難場所に備蓄してある「救急セット」を活用し、応急手当を行う。 

・避難者の中に医療従事者がいないか呼びかけ、協力を要請する。 

・対応が困難な場合は、救急車を要請する。 

・物資などが足りない場合は、市災害対策本部へ連絡する。 

□ 要配慮者へ対応する 

・高齢者や障がい者、妊産婦や乳幼児を連れた保護者の方など、配慮が必要な人の

避難スペースを確保する。 

（トイレに行きやすい場所、静かな場所、空調のきく場所や女性のみが使用でき

る部屋（トイレ、物干場、更衣室、授乳室）など） 

・避難場所での生活が困難な場合、より良い環境の施設への受け入れを調整する。 

（設備の整った施設、介護士などのいる福祉施設など） 

・食料、水などが全員に行き渡らないときは、要配慮者へ優先的に配付する。 

・粉ミルクなど、避難場所にない食料や物資は必要数をまとめ、市へ連絡する。 

□ トイレを確保する 

・建物内のトイレが使用できるかどうか、点検する。 

・トイレが壊れていなくて下水が流せる場合は、プールや川の水を確保し使用する。 

・トイレがすぐに確保できない時は、備蓄の簡易トイレを活用する。 

・流し用水や使用済トイレットペーパーのゴミ箱、消毒液などを用意する。 

・使用できるトイレの場所や、使用ルールを十分に周知して、使用する。 

・トイレの数が不足するときは、市災害対策本部に仮設トイレの設置を要請する。 

・男女別のトイレの設置や女性用のトイレの数を多めに設置するよう配慮する。 

□ ペット連れへ対応する 

・ペット連れ避難者の受付を行い、「避難場所ペット登録台帳」に記載する。 

・施設の利用規約なども参考にし、ペットスペースを決定する。 

・ペット飼育のルールを決め、飼い主が責任をもって管理することで、他の避難者 

からの理解を得るようにする。 

 

 

 

  

【様式 6】 
避難場所ペ
ット登録台
帳 

＜ここに注意！＞ 

○衛生面やアレルギー対策として、避難者の居住区とは分離します。 

○屋外で飼育可能なペットは原則として屋外にスペースを確保します。 

○ゲージに入れ、飼い主が責任をもって管理することを徹底してもらいます。 



1 災害発生直後の行動 

25 

1.7 役割分担（班の編成） 

 

避難直後の応急的な対応が落ち着いてきたら、避難場所の本格的な運営にあたるた

めの班を組織して「運営協議会」を立ち上げ、体制を整えます。円滑な避難生活を送

ることができるよう、避難者みんなで自主的に、役割分担を行いましょう。 

□ 運営協議会の立ち上げ（班編成）を行い、役割を分担する ～各班の主な役割～ 

●代表・副代表   ※男性・女性がかたよらないよう、バランスよく役を決めて！ 

・要配慮者など支援が必要な人たちの状況把握、対応の調整 

・施設の管理者や市災害対策本部との連絡調整、避難場所運営の統括 

●総務班  ※市災害対策本部との連絡窓口になるので、地区担当班職員を含めます。 

・運営協議会内の連絡調整 

・運営協議会の事務局として、会議の開催準備や運営、記録 

・市災害対策本部や関係機関との連絡窓口 

・マスコミなどの外部との対応窓口 

・避難者からの意見や要望の受付 

・ボランティアの受け入れ、活動調整 

●情報班  

・避難場所を中心とした被害状況や復旧状況、避難生活に必要な情報の収集 

・収集した情報のとりまとめ、避難者などへの情報提供 

・要配慮者など支援が必要な人や在宅被災者への情報提供 

・マスコミなど外部への避難者情報の提供 

●名簿班  

・避難者の把握、避難者名簿の作成、避難者などの入退所の管理 

・訪問者の受付、マスコミなどの部外者の入出管理 

・郵便物、宅配便の受付、避難者への手渡し 

●救護班  

・負傷者、病人への対応 

・要配慮者など支援が必要な人たちへの対応 

・避難者の健康状態の確認 

・施設の防火・防犯警備、施設利用の管理 

●衛生班  

・手洗いの呼びかけ、消毒など、感染症の予防 

・生活衛生環境の管理（食料管理、トイレ、ゴミ出し、換気、清掃など） 

●物資班  

・食料、飲料水の配給、炊き出し 

・救援物資、日用品物資の調達、管理、配給 

・在宅被災者への配給方法の掲示、配給 

【様式 7】 
避難場所運
営協議会編
成表 
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1.8 連絡体制の確立 

 

避難場所の運営には、地区や市、学校（施設管理者）との連携が欠かせません。特

に下記の連携は、円滑な避難生活や地域の復旧支援に向けて、たいへん重要になりま

す。情報提供や支援活動の協力など、緊密に連携・協力しながら、避難場所の運営に

あたります。 

 

□ 地区拠点基地と連携する 

地区拠点基地は、災害発生時に自治振興会などの地区関係者が中心となって立ち上

げ、地域の被災状況をとりまとめて市と連絡調整を行い、地区の災害対応にあたった

り、地域の安全や防犯活動を行ったりしています。 

地区拠点基地から地域の情報を集めたり、避難場所の情報を提供して地域の復旧を

支援したり、資機材を相互活用するなどの連携を図ります。 

□ 市災害対策本部と連携する 

市とは、必要な支援を行ってもらえるように、避難場所や地域の情報をできるだけ

早く、正確に伝達し、調整を行います。また、市から届いた食料や物資の配付や、行

政サービス情報の掲示・周知などをすみやかに行い、避難者や周辺地域の人たちへの

支援がスムーズに行き渡るよう、地区担当班職員を通じて緊密な連携を図ります。 

□ 学校災害対策本部と連携する 

学校は本来、教育を行う場所で、学校災害対策本部（教職員）は、児童生徒の安全

確保や教育確保などを行いつつ、避難場所としての運営に協力している立場であるこ

とを尊重し、施設をうまく共有していくことが重要です。 

地域の大切な子どもたちを、学校と連携して見守りつつ、お互いに思いやり・支え

あいをもって、一日でも早く学校が再開できるよう配慮しながら、円滑な避難場所の

運営を目指しましょう。 

避難場所運営協議会 
総務班 情報班 名簿班 救護班 衛生班 物資班 

避難場所の運営、情報収集・伝達、要配慮者の支援など 

市災害対策本部 
（地区担当班職員） 

学校災害対策本部
（教職員） 

避難場所

連携・協力 地区拠点基地 
（自治振興会など）

連携・協力 
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2 避難場所の運営 

 

避難場所での運営の流れの目安を、各班の活動内容別に示しています。 

各班で協力しあい、避難者全員で助けあいながら活動しましょう。 

 

班・役割 最初の 1 日目 3 日目くらい それ以降 

総務班 

・総合調整 

・対外窓口対応 

・運営協議会事務 

   

情報班 

・情報収集、集約 

・情報提供 

   

名簿班 

・避難者入退管理 

・訪問者受付 

   

救護班 

・負傷者病人対応 

・要配慮者対応 

・防火防犯 

   

衛生班 

・感染症予防 

・生活環境管理 

   

物資班 

・物資管理、配給 

・炊き出し 

   

 

  注意！！ これはあくまでも活動の目安です！ 
・できないことは、できるようになってから／できることは、この表にとらわれずにやろう！ 

・避難場所の運営は、避難者全員が協力して、分担しあっていこう！ 

2.1 区画割り 

2.6 運営ルール作成 

2.12 ボランティア対応 

2.7 情報の収集、発信 

2.13 訪問者・取材対応 

2.2 名簿作成 

2.8 入退所者の管理 

2.3 救護活動、要配慮者対応 

2.11 防犯・防火活動 

2.5 水の確保 

2.10 衛生環境の整備 

2.4 備蓄物資の活用 

29 物資の管理と配付 
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2.1 区画割り【総務班】 

□ 居住スペースを割り振る 

・町内のまとまりごとにグループを作り、代表者を決める。 

・町内グループ単位で、体育館の居住スペースを整理する。 

・施設職員と調整しながら、教室などの使用場所と使用方法を決める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 共有スペースを設定する 

・日常生活を保つための機能を、共有スペースとして確保する。 

・共有スペースの設置場所を、掲示板などで避難者へ周知する。 

 

 

 

 

 

 

□ 居住スペース、共有スペースの使用方法（ルール）を決める 

・居住スペース、共有スペースの使用方法や注意事項を決める。 

・避難場所利用上のルールとして、貼り紙などに掲示し、厳守を呼びかける。 

・避難者の増減に応じて、定期的に区割りや使用方法の見直しを行う。 

 

【資料 1】 
施設見取図 

【資料 1】 
施設見取図 

○居室内では、荷物や敷物で世帯同士の区画の境界を明確にします。 

○通路の確保を大切に！ 各世帯の区画が 1 箇所以上面するように設定します。 

○要配慮者への配慮を忘れずに！ トイレに近い場所、通路側などを確保します。 

○仕切り板などで、できるだけプライバシー確保を図ります。 

○教室の使用は、基本的には要配慮者のためと心得ましょう。 

＜共有スペース例＞ 

○運営本部・機器設置場所、医務室、介護室、授乳室、相談コーナー 

○仮設電話設置場所、情報掲示場所、物資集積・配付場所、給水・給湯室、調理室 

○更衣室（男女）、洗濯場・物干し場（男女）、風呂・シャワー室 

○ごみ集積場、仮設トイレ設置場所（男女）、喫煙場所、ペットスペース など 

【様式 17】 
避難場所運営
ルール（例） 

控室等

ステージ

準備室

用具室

女子
更衣室

女子
WC

男子
WC

男子
更衣室

入り口
ホール

運営
本部

居
住
組
1

Ａ
町
内
会

居
住
組
2

Ｂ
町
内
会

居
住
組
2

Ｂ
町
内
会

居
住
組
3

地
域
外
避
難
者
な
ど

要
配
慮
者

優
先
ス
ペ
ー
ス

居
住
組
4

○
○
自
治
会 居

住
組
6

Ｄ
町
内
会

敷物などで、世帯間の境が

わかるように。

各世帯が、1箇所以上通路に接するような

配置を。※同じ居住組内でも同様に

要配慮者へ環境の良いスペースを。※身動

きがとりやすい／トイレが近いなど

居
住
組
5

Ｃ
町
内
会



2 避難場所の運営 

 

29 

2.2 名簿作成【名簿班】 

□ 避難者カードを配布、回収する 

・避難場所にとどまる（宿泊する）人に、「避難者カード」への記入をお願いする。 

 

 

 

 

 

 

□ 避難者名簿を作成する 

・記入してもらった避難者カードを回収する。 

・居住グループの単位や町内の単位にまとめて整理する。 

・避難者名簿にまとめる。 

・在宅被災者の情報を「在宅被災者名簿」にまとめる。 

・要配慮者の状況を整理し、名簿にまとめる。 

・避難場所での避難生活ができず支援が必要な要配慮者の情報を名簿にまとめる。 

（区長や地区拠点基地からの情報などを活用） 

・避難者数を「避難場所状況報告書」にまとめ、市災害対策本部へ報告する。 

 

□ 避難者の入所状況をとりまとめ、入退出を管理する 

・新しく入所した避難者に、「避難者カード」への記入をお願いする。 

・新しい入所者を、「避難者名簿」に追加する。 

・在宅被災者は避難者カードへ記入をお願いし、「在宅避難者名簿」にまとめる。 

・退所者には必ず申し出てもらい、退所したことを名簿に記載する。 

・避難者名簿を最新情報に更新する。 

・定期的に（1 日最低 1 回）市災害対策本部へ報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

  

【様式 3】 
避難者名
簿・在宅被
災者名簿 

【様式 2】 
避難者カー
ド 

＜ポイント＞ 

○帰宅するけれど食料などの支援がほしいという申し出（在宅被災者）があった場合

も、避難者カードを記入してもらいます。在宅被災者は自助が原則ですが、支援物

資が届きはじめた後など、支援が可能な場合は対応するよう図ります。 

○避難者カードは、1 家族ごとに 1 枚記入してもらいます。 

【様式 4】 
避難場所状
況報告書 

【様式 2】 
避難者カー
ド 

【様式 3】 
避難者名
簿・在宅被
災者名簿 

【様式 4】 
避難場所状
況報告書 

【様式 5】 
避難場所退
出届 

＜ポイント＞ 

○災害状況や周囲の地域の復旧状況、避難者の事情により、入退所者は頻繁に変わる

ことが予想されるため、きめ細かく定期的に入退出を管理するよう心がけます。 

○退所後も安否確認の問い合わせや郵便物などの配達がくる可能性があるため、退所

者の避難者カードは捨てずに、別途整理しておきます。 

○避難者の中に、配偶者からの暴力や、ストーカー行為、児童虐待などの被害を受け

たり、加害者から追跡されている人などがいた場合は、居場所が知られないよう、

避難者の個人情報の管理を徹底します。 
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2.3 救護活動、要配慮者への対応【救護班】 

□ 避難場所内の病気やケガに対応する 

・病気やケガをしている避難者や、妊婦などの避難状況を確認する。 

・緊急時に備え、持病や薬の持参の有無などを「避難者カード」に記入してもらう。 

・けが人や病人の情報を、市災害対策本部へ報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

・医務室を設置し、医薬品の備蓄を確認し、救護体制を整える。 

・避難場所に医療従事者がいる場合は、協力を要請する。 

 

 

 

 

・避難場所の周辺の医療機関や薬局など、避難場所内での情報提供を行う。 

□ 避難場所内の要配慮者に対応する 

・要配慮者の避難状況を確認し、生活環境に不具合がないか把握する。 

・体力や障がいに応じて、よりよい避難スペースの確保を図る。 

 

 

 

 

 

・食料の優先的な配付、粉ミルク、アレルギー食など特別な物資の調達を行う。 

・市のボランティアセンターなどへ、ボランティア派遣の要請を検討する。 

・要配慮者の避難情報を、市災害対策本部へ報告し、対応を要請する。 

 

 

 

 

 

・外国人への対応を行う。 

（外国人避難者用質問票を活用する、避難者の中から通訳できる人の協力を得るなど） 

＜ポイント＞ 

○学校の管理校医が避難場所に到着した場合は、避難者の情報を提供して、医師の行

う対応に協力します。 

 

【様式 18】 

外国人避難
者用質問票 

＜ポイント＞ 

○避難場所での生活が困難と判断される場合、よりよい設備の整った避難場所や、介

護士のいる福祉避難所などへの移動を検討し、市災害対策本部と調整します。 

＜ポイント＞ 

○避難場所での生活ができず、やむを得ず在宅している要配慮者に対しても、出来る

限り対応します。（民生委員と連携してニーズを把握し、市へ情報提供するなど）

【様式 8】 
情報収集リ
スト 

【様式 8】 
情報収集リ
スト 

＜ポイント＞ 

○避難者の状況に応じて、医療機関への受け入れや医師・看護師の派遣、医薬品や物

資の支援を要請します。 

○緊急時には救急車を要請し、持病や常備薬の情報を救急隊へ提供します。 

○特におう吐しているときには、ノロウィルスなど感染力の強い病気の場合があるの

で、吐しゃ物の処理には十分気をつけるようにします。 
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2.4 備蓄物資の活用【物資班】 

□ 備蓄物資を確認する 

・備蓄物資の種類と数を確認する。 

・施設管理者と連携して、調理設備の使用可能状況を確認する。 

 

 

 

 

□ 人数、配布数を確認する 

・備蓄物資を配付する避難者の人数を確認する。 

・備蓄物資以外に必要なものの数を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 在庫分を配付する 

・備蓄物資、調理した食料などを、避難者に配付する。 

 

 

 

 

 

・避難場所の備蓄物資で足りない場合は、市災害対策本部に要請し調達する。 

 

 

 

 

 

  

＜調理設備が使用できない場合＞ 

○市災害対策本部に、被災していない地区にある炊飯装置の確保などを要請します。

 

＜ポイント＞ 

○正確な避難者数がわかるまでは、「数が足りるかどうか」のおおよその状態がわかる

までの確認とします。 

○備蓄物資以外に必要なものと数は、町内ごとにまとめて集計します。 

【物資例】 

・粉ミルク、哺乳瓶、おかゆ、アレルギー対応品、禁忌品を含まない食品 

・紙おむつ（乳幼児・高齢者用）、生理用品など 

○支援物資が届き始めるまでは要請に応えられないことも考えられるので、避難者の

持ち寄り品による協力なども呼びかけましょう。 

＜ポイント＞ 

○原則として、避難者に平等に配ります。 

○町内の代表者に協力をお願いして、町内ごとにまとめて配るなど工夫しましょう。

【様式 11】 

物資配送依
頼票 

＜ポイント＞ 

○災害直後は、必要最低限の要望の対応となります。 

○届くまでに時間がかかる場合などは、子ども、妊産婦、高齢者、障がい者などへ優先

して配付するようにしましょう。 

【様式 9】 
避難場所用
品管理票 

【様式 9】 
避難場所用
品管理票 

【様式 10】 

食料・物品
管理簿 
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2.5 水の確保【衛生班】 

□ 水道施設の被害状況を確認する 

・水道の蛇口から水が出るかを確認する。 

・蛇口から水が出ない場合、受水槽に蛇口があって水が出せるかを確認する。 

・非常用飲料水貯水槽が設置されているかを確認する。 

 

 

 

 

□ 給水所の開設を要請する 

・水が確保できない場合、市災害対策本部へ連絡し、給水所の開設を要請する。 

 

 

 

 

□ 給水車による応急給水を要請する 

・水が確保できない場合、市災害対策本部へ給水車による応急給水を要請する。 

 

 

 

 

 

 

□ 水の使用についてのルールを決める 

・用途に応じて使用する水や優先順位を検討し、ルールを決める。 

・水の使用ルールを貼り紙などで避難場所に掲示、周知徹底させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜水の使用ルール例＞ 

○ペットボトルは飲料や調理用として使用してください。 

○トイレなどの雑用水はプールや川の水から確保してください。 

○用途に応じた優先順位で使用し、節水に協力してください。 

 飲料・調理
手洗い・洗顔・ 

食器洗い・歯磨き
風呂・洗濯 トイレ 

ペットボトル ◎ ○   

受水槽、貯水槽、給水車 ◎ ◎ ○ ○ 

浄水機の水 ○ ◎ ○ ○ 

プール、川の水 × × × ◎ 

＜非常用飲料水貯水槽とは＞ 

○施設敷地内の地下などに設置した貯水槽で、通常は新鮮な水道水が流れていますが、

災害時には水道水を蓄えることができる構造になっています。災害により断水した

場合に、貯水槽から給水できるよう給水所を開設します。 

＜ポイント＞ 

○災害直後は、給水所の開設が困難な場合があります。 

○給水所には避難者以外の方も給水を受けに来るので、給水所の運営（給水を受ける

人たちの補助）も、協力して行うようにしましょう。 

＜ポイント＞ 

○災害直後は、給水車による応急給水に時間がかかる場合があります。 

○飲料水は、備蓄の活用や物資の要請によっても確保できます。物資班と協力して、

用途や緊急度に応じて要請しましょう。 

○給水車による応急給水では、水を受ける容器が必要です。給水用のポリタンクやポ

リ袋を活用しましょう。 
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2.6 運営ルール作成【総務班】 

□ 避難場所運営上の共通ルールを決める 

・避難場所の状況にあわせて、共通ルールとして徹底してほしい心がけを決める。 

・避難場所へ配付したり貼りだしたりして、周知徹底させる。 

・女性、子ども・若者、高齢者、障がい者などの多様な意見を取り入れたルール 

づくりに努める。 

 

 

 

 

 

□ 共有スペースごとのくわしい利用ルールを決める 

・共有スペースごとに、細かな利用上のルールを決める。 

・共有スペースに貼りだして、周知徹底させる。 

 

 

 

 

 

 

□ 避難場所の防火に関するルールを決める 

・火気の取扱場所を制限し、取扱い上のルール・注意事項を決めて周知徹底する。 

・避難場所室内は禁煙とし、定められた喫煙場所でのみ許可するよう徹底する。 

・ストーブなど室内で使用する火気は、部屋ごとに責任者を決めて管理する。 

・個人所有のカセットコンロは、使用場所を決めるなど、注意を促す。 

・火気取扱の場所には、消火器・水バケツを配置する。 

□ 避難場所の防犯に関するルールを決める 

・夜間の避難場所対応を継続するために、交代制の当直者を決める。 

・夜間の警備についてのルールを決め、周知して協力をお願いする。 

・複数名ずつ時間をわけて、交代して巡回警備を行う。 

 

 

 

 

 

  

【様式 17】 

避難場所運
営ルール
（例） 

＜共通ルール例＞ 

○避難場所の運営に関すること：運営主体や運営組織、開設期間の考え方など 

○避難者の入退所に関すること：登録への協力依頼、ペットの扱いなど 

○使用場所に関すること：居住スペースと共有スペース、立入禁止場所など 

○物資の配付に関すること：配布時間、配布場所、配付上のルールなど 

○共同生活に関すること：生活時間、電話利用、清掃ゴミ出し、個人生活の保護など

＜共有スペースのルール例＞ 

○トイレ使用上のルール 

○洗濯場、物干し場の使用上のルール 

○入浴、シャワーの使用上のルール 

○ペット飼育場での飼育ルール 

○共同生活に関すること：時間割、清掃、洗濯、ごみ処理、プライバシー保護など 

＜ポイント＞ 

○自治振興会や地区担当班職員などから、交代制の当直者を複数名ずつ決めるように

します。 

○当直の仕事例： 

・夜間の避難者の出入りの確認、避難者への対応 

・防火・防犯のための施設内の巡回 

・就寝場所や女性専用スペースなどの巡回 

【様式 17】 

避難場所運
営ルール
（例） 

【様式 17】 

避難場所運
営ルール
（例） 

【様式 17】 

避難場所運
営ルール
（例） 
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2.7 情報の収集、発信【情報班】 

□ 市災害対策本部と連絡する 

・市災害対策本部へ定時連絡する時刻を決める。 

・市災害対策本部への報告や要望を「避難場所状況報告書」などの様式にまとめる。 

・報告書（様式）を市災害対策本部へ FAX 送信する。 

・FAX 済の様式を、種類ごとに整理して保管する。 

・簡単な報告や問い合わせは電話で行う。 

 

 

 

 

□ 施設管理者と連携する 

・避難場所を提供する施設管理者との連絡窓口（担当）を決める。 

・施設管理者へ連絡・情報交換を行う時間や連絡場所を決める。 

・できるだけ定期的に、情報を共有し、連携を図る。 

 

□ 避難場所内の避難者へ情報提供する 

・避難場所内の避難者に対し提供する情報内容を決める。 

・避難者への情報提供の方法を決める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・テレビやラジオが使用できる場合は、皆が見聞きできる場所に設置する。 

・市災害対策本部からの広報紙やチラシなどを配付・掲示して周知する。 

 

  

【様式 4】 
避難場所状
況報告書 

＜ポイント＞ 

○電話・FAX が使えない場合は、防災行政無線や衛星携帯電話を使用し口頭で行い

ます。このときも、記録のため、報告書（様式）は作成し、保管します。 

＜情報掲示のポイント＞ 

○避難場所の壁やホワイトボードなどを活用し、貼り紙するなどして掲示します。 

○情報ごとにスペースを決め、確認しやすいように整理して掲示しましょう。 

 

＜避難場所への情報提供内容例＞ 

○災害情報 

○避難者情報（安否情報、安否確認のための情報交換内容など） 

○生活情報（ライフライン、交通情報、病院や入浴施設の再開情報など） 

○行政（県・市）からのお知らせ（物資支給、給水、罹災証明発行、仮設住宅や生活

再建支援制度の申し込み開始など） 

○その他避難場所内での決定事項など 

【様式 8】 
情報収集リ
スト 
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2.8 入退所者の管理【名簿班】 

□ 避難者カード、避難者名簿を管理する 

・新しく入所した避難者に、避難者カードへの記入をお願いする。 

・新しい入所者を、避難者名簿に追加する。 

・退所者には必ず申し出てもらい、退所したことを名簿に記載する。 

・避難者名簿を最新情報に更新する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 在宅被災者の状況をとりまとめる 

・支援が必要な在宅被災者があらわれた場合、避難者カードへ記入してもらう。 

・在宅避難者名簿に追加し、最新情報に更新する。 

 

□ 要配慮者の状況をとりまとめる 

・避難場所内で支援が必要な要配慮者が、生活環境に不具合がないか確認する。 

・避難場所の状況や、要配慮者の体力や障がいに応じて、環境改善を図る。 

・在宅で避難生活を送る要配慮者の状況を確認する。 

・外国人への対応を行う。 

 

 

 

 

□ 市へ報告し、要請を行う 

・避難者、在宅被災者などの状況を、定期的に市災害対策本部へ報告する。 

 

 

 

 

  

【様式 2】 
避難者カー
ド 

【様式 3】 
避難者名簿 

【様式 4】 
避難場所状
況報告書 

【様式 3】 
在宅被災者
名簿 

＜ポイント＞ 

○避難者の数に変化がなくても、1 日最低 1 回は、報告するようにします。 

＜ポイント＞ 

○救護班と連携して、ニーズ把握や情報提供を行うようにします。 

【様式 18】 

外国人避難
者用質問票 

【様式 5】 
避難場所退
出届 

＜ポイント＞ 

○災害状況や周囲の地域の復旧状況、避難者の事情により、入退所者は頻繁に変わる

ことが予想されるため、きめ細かく定期的に入退出を管理するよう心がけます。 

○退所後も安否確認の問い合わせや郵便物などの配達がくる可能性があるため、退所

者の避難者カードは捨てずに、別途整理しておきます。 

○避難者の中に、配偶者からの暴力、ストーカー行為、児童虐待等の被害を受け、加

害者から追跡されて危害を受ける恐れのある者等が含まれる場合は、その加害者等

に居所等が知られることのないよう避難者の個人情報の管理を徹底します。 
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2.9 物資の管理と配布【物資班】 

□ 物資のニーズを確認する 

・避難者の人数を確認し、必要な食料、物資の数を集計する。 

・粉ミルクやアレルギー対応食など、特別に必要な物資の種類と数を確認する。 

・食料以外の日用品で必要なものの種類と数を確認する。 

 

 

 

 

□ 物資の在庫数を確認する 

・在庫の種類と数を確認する。 

・消費期限、賞味期限を確認し、期限内に順次使えるよう整理する。 

 

□ 不足分の調達を要請する 

・必要な食料や物資を、市災害対策本部へ要請する。 

 

 

 

 

□ 物資を受け取る 

・支援物資が届いたら、「食料・物品受付簿」に記録する。 

・種類ごとに場所を決めて保管する。 

・「食料・物品管理簿」に記録し、在庫を管理する。 

 

 

 

□ 物資を配付する 

・支援物資を仕分けて避難者に配付する。 

 

 

 

 

 

 

  

＜ポイント＞ 

○必要な物資の種類と数は、町内ごとにまとめて集計します。 

 

【様式 10】 

食料・物品
管理簿 

＜ポイント＞ 

○支援物資の配付体制が別途立ち上がったりした場合は、そのしくみに従い、要請・

受け取り・配付作業を行います。 

＜ポイント＞ 

○食料などは特に、消費する期限や温度管理など、保管方法に気をつけます。 

＜ポイント＞ 

○食料や物資は、避難者へ公平に配付します。 

○町内ごとや、居住スペースのグループごとにまとめるなど、混乱を避けます。 

○不足する場合は、子ども、妊産婦、高齢者、障がい者などへ優先して配付します。

○在宅被災者に登録した方には、避難場所へ取りに来てもらい、配付します。 

（来所できない在宅の要配慮者には、自主防災組織などと協力して配付を検討します）

○避難者やボランティアに協力してもらい、炊き出しを実施します。 

【様式 11】 

物資配送依
頼票 

【様式 10】 

食料・物品
管理簿 
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2.10 衛生環境の整備【衛生班】 

□ ごみ集積場所を設置する 

・避難場所の屋内外にごみ集積場所を設置する。 

・ごみ集積場所の管理当番を決めて、捨て方や清掃などを徹底する。 

・ごみの分別作業や生ごみの密封を徹底し、集積場所の清掃を徹底する。 

・屋内の集積場所のごみは溜め込まずに、こまめに外の集積場所へ持っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

□ 清掃当番を設定し、清掃する 

・衛生管理が必要な共有スペースを中心に、清掃当番を決める。 

・避難者全員の協力で、清掃を行う。 

・ペットのスペースや喫煙場所は、利用者の中で当番を決め、清掃する。 

□ 換気、清掃状況を確認する 

・居住スペースの換気や清掃は、自己責任で行うよう、周知を徹底する。 

・1 日 1 回は換気や清掃を促す時間を設け、呼びかける。 

□ 手洗い、消毒などの衛生管理を行う 

・避難者の「手洗い」を励行し、風邪やウイルス感染の予防を呼びかける。 

・水が不足している場合は、施設内の消毒液などを活用し、消毒を励行する。 

・消毒液やマスク、トイレットペーパー、ペーパータオルなどの在庫を管理する。 

□ 食品、食器の衛生管理を行う 

・炊き出しなどの前に手の消毒を行い、作ったものはすぐに消費する。 

・食品や食器の衛生管理を徹底する。 

 

 

 

 

□ 入浴環境を確保する 

・入浴施設の復旧や入浴支援に関する情報が入ったら、避難者へ提供する。 

・できるだけ知人宅などへのもらい湯を奨励する。 

  

＜ポイント＞ 

○ごみ集積場所は、施設の利用計画などを参考にし、衛生管理を考えて設置します。

（例）収集車が出入り可能、匂いが漏れない、直射日光が当たらないなど 

○ごみの分別作業や生ごみの密封など、捨て方の管理を徹底します。 

○居住スペースにはごみを溜めない、責任をもって捨てるなど、指導を徹底します。

○屋内の集積場所ではごみを溜め込まず、こまめに外の集積場所へ持っていくように

します。 

＜ポイント＞ 

○水が出ないうちは、できるだけ紙食器やラップを被せた状態で使用し、洗わずに衛

生を確保するよう工夫しましょう。 
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2.11 防犯・防火活動【救護班】 

□ 夜間の巡回パトロールを行う 

・継続して夜間の巡回を行うため、交代制の当直者（ローテーション）を決める。 

・時間を分けて、交代で巡回パトロールを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

□ 施錠のルールを決める 

・夜間は、建物の出入口の施錠を徹底し、当直者のいる出入口のみ開錠する。 

 

 

 

 

 

□ 夜間照明のルールを決める 

・夜間の消灯は、居住スペースを基本とし、それ以外の場所は照明を残す。 

・トイレが外にある場合は、通路やトイレ内の照明を確保する。 

・照明を残すところと消すところのルールを、貼り紙などで周知徹底する。 

□ 防火活動を行う 

・防火に対するルールが徹底されているか、定期的に見回り確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜ポイント＞ 

○夜間の出入口を決定したら、避難者への周知を忘れずに行います。 

○施錠する出入口は、非常時にはすぐに開錠できるようにしておきましょう。 

○開錠する出入口には必ず当直者を配置して、不審者の侵入を防ぎます。 

＜見回り確認例＞ 

○指定された場所以外での火気の使用や喫煙がされていないか 

○火気の取扱場所に、消火器や水バケツが正しく配置されているか 

○ストーブなどの取り扱いが適切か 

○個人所有の取り扱いに問題はないか など 

＜ポイント＞ 

○巡回中も出入口付近に人が配置できるよう、当直は複数名で編成します。 

○自治振興会や地区担当班職員などから、複数名ずつ選出するようにします。 

○女性や子どもに対する暴力などを予防するため、巡回では対応が難しい時などは、

防犯ブザーの配布を検討します。 
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2.12 ボランティア対応【総務班】 

□ 市のボランティアセンター開設状況を確認する 

・市災害対策本部へ連絡し、災害ボランティアセンターの開設状況を確認する。 

・市ボランティアセンターが開設されていた場合、場所や連絡窓口をきいておく。 

 

 

 

 

 

 

 

□ ボランティア派遣のニーズを確認する 

・町内の代表者から、避難者にボランティアへ依頼したい活動などを収集する。 

・ニーズをまとめ、派遣してほしいボランティアの活動内容や人数を決める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ ボランティア派遣を要請し、受け入れる 

・必要な活動内容と人数をまとめ、市災害ボランティアセンターへ派遣要請する。 

・ボランティアを受け入れたら、活動内容の説明や、活動状況を管理する。 

 

 

  

＜災害ボランティアセンターとは＞ 

○大規模な災害が発生したとき、現地に近いところでボランティア活動が行えるよう、

準備が整ったところで（おおむね 3 日～1 週間くらい）開設されます。 

○市災害ボランティアセンターでは、被災者や避難場所のニーズの把握、ボランティ

アの受け入れ、コーディネート、他の関係機関との調整などを行います。 

○市の社会福祉協議会が運営します。 

＜一般ボランティアの活動内容例＞ 

○物資の運搬、仕分け、配付、炊き出し 

○清掃、片付けの支援 

○高齢者、乳幼児や子どもの支援 

 

＜専門ボランティアの活動内容例＞ 

○医療救護活動 

○介助の必要な障がい者への援助 

○応急危険度判定 

○通訳（外国語、手話など） ※専門ボランティアは派遣に調整が必要となる。 

【様式 13】 

ボランティ
ア依頼票 

【様式 12】 

ボランティ
ア受入票 

＜ボランティアが直接避難場所へ来た場合＞ 

○ボランティアの方に、万が一に備えて保険に入っていただく必要があります。市災

害ボランティアセンターで登録を済ませてもらうよう、依頼しましょう。 

○既に保険に加入されていた場合でも、基本的には市災害ボランティアセンターに登

録してもらうことを促すようにします。 



災害対応編 ～チェックリスト～ 

40 

2.13 訪問者・取材対応【情報班】 

□ 問い合わせへ対応する 

・問い合わせを受け付ける担当を決める。 

・入口付近に訪問者対応を行う受付窓口を設置する。 

・来訪での問い合わせは原則として、受付窓口の対応で終わらせる。 

・安否確認（電話、来訪）には、避難者名簿を使って問い合わせに対応する。 

 

□ 被災者の呼び出しを行う 

・来訪者は、入り口で受付を行い、「訪問者管理簿」へ記入してもらう。 

・入口付近に、来客者用の面会場所を設置する。 

・原則として居住スペースのある室内へは立ち入りを禁止にする。 

・電話の取次は原則として行わず、伝言にして避難者へ伝える。 

 

□ 郵便物を受け取る 

・郵便や宅配便は、基本的に直接避難者へ手渡ししてもらうようにする。 

（入口付近の面会場所を活用する） 

・受付で保管する場合は、「郵便物・宅配物管理簿」に記録し、管理する。 

 

□ マスコミへ対応する 

・避難場所での取材対応（取材を受けるかどうか、誰が対応するか）を決める。 

・取材してよい内容、場所を決める。 

・取材者に対し、身分証明をしてもらう。（バッチ、腕章など） 

・訪問者管理簿に記入してもらい、記録をとる。 

 

 

 

 

 

 

【様式 14】 

訪問者管理
簿 

【様式 15】 

郵便物等受
付票 

＜ポイント＞ 

○原則として、避難場所内は居住空間であり、部外者の出入りを禁じます。 

（居住スペースへの出入りは、避難者全員の許可を得ることが原則です） 

【様式 16】

取材者用受
付用紙 
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3 長期になったら 

□ 自主管理へ移行する 

（避難者の帰宅が進むなど、地域単位での活動が困難になったら） 

・避難を継続する人たち中心に体制を見直し、自主的な管理・運営を続ける。 

 

□ ストレスへ配慮する 

・居住スペースの間仕切りを設置するなど、プライバシー確保を行う。 

・入浴や洗濯など、日常生活の確保に配慮する。 

・健康相談の実施など、市災害対策本部と連携して衛生確保を行う。 

・ストレスや心のケアを行う。 

・市男女共同参画センターに設けられる女性専用の相談窓口を紹介する。 

 

□ 退所を支援する 

・被害の回復や仮設住宅の支援状況に合わせ、施設の使用スペースを見直す。 

・少しずつスペース利用の範囲を縮小させていく。 

・ライフラインや交通の回復情報を随時提供する。 

・自宅での生活が可能な人は極力自宅へ戻るよう呼びかける。 

・仮設住宅などの支援が始まったら、随時情報提供する。 

・避難者へ、部屋の移動予定を広報する。 

（移動の日時、場所、移動する際の荷物の搬送など） 

 

□ 避難場所を閉鎖する 

・避難者全員の退所または受け入れ先が決定したら、閉鎖を検討する。 

・市災害対策本部と調整し、閉鎖の時期と撤収準備を行う。 

・避難者へ、閉鎖の決定と閉鎖までの段取りを周知する。 

・回収物については、市災害対策本部へ連絡し、回収を要請する。 

・施設内の片付けや清掃を、避難者の協力を得て行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

越前市 

避難場所開設・運営マニュアル 

 

越前市役所 総務部 防災安全課 

〒9158530 

福井県越前市府中一丁目１３－７ 

TEL 0778-22-3081（直通） 

FAX 0778-22-3458 



 

 

 

施設別資料集 
 

 

資料 1  施設見取図 

資料 2  施設周辺マップ 

資料 3  公共施設等一覧 

参考資料 避難ルート地図（地震） 

 避難ルート地図（洪水） 

 

  



 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


